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健 康 経 営

－「健康経営」宣言事業所のみなさまへ－

令和6年度の「健康経営推進企業」の認定を目指しましょう！

「健康経営」宣言事業所の皆さまに取り組みいただいている「５つの取り組み」につい

て、取り組み内容が優れた（前年度の取り組み内容が認定条件を満たした）事業所様

を、毎年9月1日付で長崎県知事と協会けんぽ長崎支部長の連名にて、「健康経営推

進企業」として認定を行っています。認定された事業所様に対するインセンティブも

ありますので、今年度も残りの期間、しっかり取り組んでいただき、ぜひ令和6年度

「健康経営推進企業」の認定を目指していただくようにお願いします！

既に「健康経営推進企業」として認定されている事業所様におかれましては、引き続

き「5つの取り組み」の着実な実施をお願いいたします。

裏 面 参 照

）

（※）年度末時点で被保険者資格がある40歳以上の方が対象となります。また、事業者健診

をご利用の事業所様につきましては、事業者健診結果データを協会けんぽにご提供いただ

くと、認定の際の生活習慣病予防健診受診率に加算することができますので、必ずご提供

をお願いします。提供方法の詳細については裏面をご参照ください。

「健康経営」宣言事業 「５つの取り組み」 と 認定条件

取り組み

１
生活習慣病予防健診
受診向上への取り組み

生活習慣病予防健診

受診率80％以上（※）

取り組み

２
健診受診結果による
治療の徹底と保健指導
の活用への取り組み

特定保健指導初回

面談利用率50％以上

取り組み

３
事業所全体で継続的な
健康増進や改善に向けた
取り組み

「運動・身体活動を促進す
る取り組み」を行っている
ことが必須条件

取り組み

４
禁煙・受動喫煙対策に
関する取り組み

取り組み

５
メンタルヘルスへの
取り組み

取り組みを行っている
こと

取り組みを行っている
こと

❄
❄
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協会けんぽ長崎支部キャラクター 「尾まがり猫家族」が活躍！

毎年健診を受診していただくため、「尾まがり猫家族」が
活躍する健診受診勧奨や特定保健指導についての動画
を作成しています。
協会けんぽ長崎支部ホームページやＹｏｕＴｕｂｅ
でも確認することができます。
まだご覧になられていない方は是非一度ご覧
ください。 （動画はこちら⇒）

【健診受診促進音頭】篇 など

広報動画のご紹介
長崎支部キャラクター
尾 ま が り 猫 家 族

ケン坊
ママ

ケン坊
パパ

ケン坊

〒850-8537 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8階 企画総務グループ
電話：095-829-6000（代表）（受付時間/平日8：30～17：15）

事業者健診結果データの協会けんぽへの提供について

生活習慣病予防健診を受けていない方が対象となります

事業者健診結果データの提供方法 （※１）同意書については、お手数ですが、協会けんぽ長崎支部ホーム
ページからダウンロードいただくか、協会けんぽ長崎支部までご連絡
をお願いします。

ホームページ☟
【 長崎支部トップページ→長崎支部の健診・保健指導のご案内→事業者健診結果

データの提供をお願いします】

（※2）健診実施機関から健診結果データが取得できない場合は、事業
主様に健診結果の提出をお願いする場合がありますので、ご了承くだ
さい。

長崎県健康づくり優良事例等表彰（ながさきヘルシーアワード）表彰式が開催されました！

令和5年11月1日（水）に、長崎県庁にて、「第5回 健康長寿日本一長

崎県民会議総会」が開催され、その中で、長崎県健康づくり優良事例等

表彰（ながさきヘルシーアワード）表彰式が実施されました。

この表彰では、健康づくりのための積極的な活動や独自の工夫により

成果を上げている企業・団体等が表彰されています。

実践部門では、長崎県知事及び協会けんぽ長崎支部長の連名により、

健康経営推進企業の以下の2社を表彰いたしました。

＜実践部門 表彰企業（順不同）＞

「西肥自動車株式会社」様 「株式会社平山組」様

※他表彰企業：（応援部門）一般社団法人長崎市薬剤師会様、西そのぎ商工会様

（自治体部門）長与町

また、9月に開催された「令和5年度企業で“歩こーで！”」の各部門

1位の表彰も行われ、それぞれ以下の企業が表彰されました。

（少数精鋭で歩こーで！部門（従業員数50名未満）参加：22団体 株式会社トータル

（多士済々で歩こーで！部門（従業員数50名以上）参加：12団体 株式会社長崎中発

（下段）左から 長崎県医師会常任理事、株式会社トータル、西肥自動車株式会社

長崎県知事、一般社団法人長崎市薬剤師会、株式会社長崎中発

全国健康保険協会長崎支部長

（上段）左から 長崎県福祉保健部長、株式会社平山組、西そのぎ商工会 ※敬称略

発行：令和5年12月

データを提供いただくために、事業主様には
「事業者健診結果データの提供に関する同意書(※１)」の提出をお
願いしております。
この同意書をもとに、協会けんぽが健診実施機関から健診結果

データ（40歳から7４歳の方のデータ）を取得します。 (※2)

健診結果は個人情報なので、提供できないのでは？Q.事業主

事業者健診結果データを協会けんぽへ提供することは
「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条で義務付けられています。
また、本人の同意は不要です。

A.協会けんぽ
担当者

人間ドックを受けている場合、健診結果データの提供は必要ですか？

事業者健診結果データの提供方法と同じ流れで提供願います。

受賞されました事業所の皆様方におかれましては、このたびの受賞誠におめでとうございます！

今後も引き続き、事業所一丸となっての健康づくりの推進をお願いします。

～よくある質問～

「事業者健診結果データの提供方法」についての問合せ先：協会けんぽ長崎支部 保健グループ 電話：095-829-5002


